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議案第 ７０ 号 

 

   令和２年度府中市一般会計補正予算(第５号) 

 

令和２年度府中市の一般会計の補正予算(第５号)は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４０２，１７２千円を追

加し、歳入歳出それぞれ２７，５０９，４７７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により、

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の廃止は、「第３表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。 

 

  令和２年７月２０日提出 

 

                府中市長 小 野 申 人  
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14 7,235,848 127,425 7,363,273

2 国庫補助金 5,062,024 127,425 5,189,449

15 1,576,347 7,126 1,583,473

2 県補助金 562,840 7,126 569,966

18 1,281,028 116,021 1,397,049

2 基金繰入金 1,276,122 116,021 1,392,143

21 3,594,900 151,600 3,746,500

1 市債 3,594,900 151,600 3,746,500

27,107,305 402,172 27,509,477

国庫支出金

県支出金

繰入金

市債

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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2 6,141,773 220,000 6,361,773

1 総務管理費 5,720,146 220,000 5,940,146

3 7,592,176 76,700 7,668,876

1 社会福祉費 3,964,549 726 3,965,275

2 児童福祉費 2,956,518 75,974 3,032,492

4 3,141,405 0 3,141,405

1 保健衛生費 1,453,962 0 1,453,962

7 1,787,942 66,000 1,853,942

1 商工費 1,787,942 66,000 1,853,942

10 1,830,001 39,472 1,869,473

1 教育総務費 525,340 23,953 549,293

2 小学校費 306,359 10,074 316,433

3 中学校費 140,781 5,445 146,226

27,107,305 402,172 27,509,477

総務費

民生費

衛生費

商工費

教育費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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第２表　繰越明許費

（追　加）

210,0002 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 高度情報通信基盤整備経費
千円

款 項 事　　　業　　　名 金　　額
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第３表　債務負担行為補正

  （廃　止）

事 項 期 間 限 度 額

千円

 高度情報通信基盤整備事業 令和3年度 210,000
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第４表　地方債補正

　(変　更)

補　　　　　　　　　　正　　　　　　　　　　前

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法
千円

情 報 通 信 施 設 整 備 事 業 90,000
普通貸借

又は
証券発行

　年利5.0％以内
ただし、利率見
直し方式で借り
入れる政府資金
及び地方公共団
体金融機構資金
について、利率
の見直しを行っ
た後においては
当該見直し後の
利率

　借入先の融資条件による。
　ただし、市財政の都合により据
置期間及び償還期限を短縮し、も
しくは繰上償還又は低利に借り換
えることができる。

普通貸借
又は

証券発行

　年利5.0％以内
ただし、利率見
直し方式で借り
入れる政府資金
及び地方公共団
体金融機構資金
について、利率
の見直しを行っ
た後においては
当該見直し後の
利率

　借入先の融資条件による。
　ただし、市財政の都合により据
置期間及び償還期限を短縮し、も
しくは繰上償還又は低利に借り換
えることができる。
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補　　　　　　　　　　正　　　　　　　　　　後

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法
千円

情 報 通 信 施 設 整 備 事 業 241,600
普通貸借

又は
証券発行

　年利5.0％以内
ただし、利率見
直し方式で借り
入れる政府資金
及び地方公共団
体金融機構資金
について、利率
の見直しを行っ
た後においては
当該見直し後の
利率

　借入先の融資条件による。
　ただし、市財政の都合により据
置期間及び償還期限を短縮し、も
しくは繰上償還又は低利に借り換
えることができる。

　借入先の融資条件による。
　ただし、市財政の都合により据
置期間及び償還期限を短縮し、も
しくは繰上償還又は低利に借り換
えることができる。

普通貸借
又は

証券発行

　年利5.0％以内
ただし、利率見
直し方式で借り
入れる政府資金
及び地方公共団
体金融機構資金
について、利率
の見直しを行っ
た後においては
当該見直し後の
利率
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１　総　　括

（歳　　入）

14 国庫支出金 7,235,848 127,425 7,363,273

15 県支出金 1,576,347 7,126 1,583,473

18 繰入金 1,281,028 116,021 1,397,049

21 市債 3,594,900 151,600 3,746,500

27,107,305 402,172 27,509,477歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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